
投
資
の
促
進
、
円
滑
化
及
び
保
護
に
関
す
る
日
本
国
政
府
、
大
韓
民
国
政
府

及
び
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
間
の
協
定
の
説
明
書

外

務

省
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一

1

一

概
説

１

協
定
の
成
立
経
緯

平
成
十
九
年
（
二
千
七
年
）
一
月
の
日
中
韓
首
脳
会
議
に
お
い
て
三
箇
国
間
で
投
資
協
定
の
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
こ
と
を
受
け
、

同
年
三
月
か
ら
三
箇
国
間
で
交
渉
を
行
っ
た
結
果
、
協
定
案
文
に
つ
い
て
最
終
的
合
意
を
み
る
に
至
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
四
年
（
二
千
十
二
年
）
五
月
十

三
日
に
北
京
に
お
い
て
、
我
が
方
山
口
外
務
副
大
臣
（
枝
野
経
済
産
業
大
臣
に
よ
り
連
署
）
、
韓
国
側
朴
外
交
通
商
部
通
商
交
渉
本
部
長
及
び
中
国
側
陳
商

務
部
部
長
の
間
で
こ
の
協
定
の
署
名
が
行
わ
れ
た
。

２

協
定
締
結
の
意
義

こ
の
協
定
は
、
投
資
の
促
進
、
円
滑
化
及
び
保
護
に
関
し
て
包
括
的
か
つ
詳
細
な
事
項
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
協
定
の
締
結
は
、
投
資
環
境
の
整
備
を

促
す
と
と
も
に
、
経
済
分
野
に
お
け
る
初
め
て
の
包
括
的
な
三
箇
国
間
の
法
的
枠
組
み
と
し
て
、
三
箇
国
間
の
投
資
及
び
経
済
関
係
の
更
な
る
緊
密
化
に
大

い
に
資
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

二

協
定
の
内
容

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
二
十
七
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
議
定
書
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

定
義

こ
の
協
定
に
お
け
る
「
投
資
財
産
」
、
「
締
約
国
の
投
資
家
」
、
「
締
約
国
の
自
然
人
」
、
「
締
約
国
の
企
業
」
、
「
投
資
活
動
」
等
に
つ
い
て
定
義
し

て
い
る
（
第
一
条
）
。

２

投
資
の
促
進
及
び
保
護

各
締
約
国
は
、
関
係
法
令
に
従
っ
て
権
限
を
行
使
す
る
自
国
の
権
利
を
留
保
の
上
、
他
の
締
約
国
の
投
資
家
に
よ
る
投
資
を
許
可
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
る
（
第
二
条
）
。

３

内
国
民
待
遇

各
締
約
国
は
、
自
国
の
領
域
内
に
お
い
て
、
投
資
活
動
に
関
し
、
他
の
締
約
国
の
投
資
家
及
び
そ
の
投
資
財
産
に
対
し
、
内
国
民
待
遇
を
与
え
る
旨
規
定

し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
適
合
し
な
い
措
置
で
あ
っ
て
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
は
内
国
民
待
遇
義
務
の
対
象
外
と
す
る
一



二

2

方
、
各
締
約
国
は
、
当
該
措
置
と
内
国
民
待
遇
と
の
適
合
性
の
水
準
を
低
下
さ
せ
な
い
こ
と
、
当
該
措
置
の
漸
進
的
撤
廃
の
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
等
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
（
第
三
条
）

４

最
恵
国
待
遇

各
締
約
国
は
、
自
国
の
領
域
内
に
お
い
て
、
投
資
活
動
及
び
投
資
の
許
可
に
関
連
す
る
事
項
に
関
し
、
他
の
締
約
国
の
投
資
家
及
び
そ
の
投
資
財
産
に
対

し
、
最
恵
国
待
遇
を
与
え
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
四
条
）
。

５

投
資
財
産
に
関
す
る
一
般
的
待
遇

各
締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
の
投
資
家
の
投
資
財
産
に
対
し
、
公
正
か
つ
衡
平
な
待
遇
並
び
に
十
分
な
保
護
及
び
保
障
を
与
え
る
と
と
も
に
、
他
の
締
約

国
の
投
資
家
の
投
資
財
産
に
関
し
て
取
決
め
又
は
契
約
の
形
式
で
書
面
に
よ
る
約
束
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
約
束
を
遵
守
す
る
旨
規
定
し

て
い
る
（
第
五
条
）
。

６

裁
判
所
の
裁
判
を
受
け
る
権
利

各
締
約
国
は
、
自
国
の
領
域
内
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
等
に
関
し
、
他
の
締
約
国
の
投
資
家
に
対
し
、
内
国
民
待
遇
又
は
最
恵
国
待

遇
を
与
え
る
旨
規
定
し
て
い
る
（
第
六
条
）
。

７

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
世
界
貿
易
機
関
設
立
協
定
附
属
書
一
Ａ
貿
易
に
関
連
す
る
投
資
措
置
に
関
す
る
協
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
措
置
の
履
行
要
求
を

行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
七
条
）
。

８

人
員
の
入
国

各
締
約
国
は
、
自
国
の
関
係
法
令
に
従
い
、
投
資
財
産
に
関
連
す
る
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
自
国
の
領
域
に
入
国
し
、
及
び
滞
在
す
る
希

望
を
有
す
る
他
の
締
約
国
の
自
然
人
の
入
国
、
滞
在
及
び
居
住
に
関
す
る
手
続
を
円
滑
化
す
る
よ
う
可
能
な
限
り
努
め
る
旨
規
定
し
て
い
る
（
第
八
条
）
。

９

知
的
財
産
権

各
締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
従
っ
て
知
的
財
産
権
を
保
護
し
、
知
的
財
産
権
に
関
す
る
透
明
性
の
あ
る
制
度
を
確
立
し
、
及
び
維
持
し
、
並
び
に
知
的

財
産
の
分
野
に
お
け
る
全
締
約
国
間
の
協
力
及
び
連
絡
を
促
進
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
二
以
上
の
締
約
国
が
締



三

3

結
し
て
い
る
知
的
財
産
権
の
保
護
に
関
す
る
国
際
協
定
に
基
づ
く
権
利
を
害
し
、
及
び
義
務
を
免
れ
さ
せ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
旨
並
び
に
い
ず
れ

か
の
締
約
国
が
、
他
の
締
約
国
の
投
資
家
及
び
そ
の
投
資
財
産
に
対
し
、
自
国
が
締
結
し
て
い
る
知
的
財
産
権
の
保
護
に
関
す
る
国
際
協
定
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
第
三
の
締
約
国
又
は
非
締
約
国
の
投
資
家
及
び
そ
の
投
資
財
産
に
与
え
て
い
る
待
遇
を
与
え
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
旨
規

定
し
て
い
る
。
（
第
九
条
）

透
明
性

10

各
締
約
国
は
、
投
資
活
動
に
関
連
し
、
又
は
影
響
を
及
ぼ
す
法
令
等
を
速
や
か
に
公
表
す
る
と
と
も
に
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
こ
の
協
定
の
対
象
と
な

る
事
項
に
影
響
を
及
ぼ
す
一
般
に
適
用
さ
れ
る
規
制
を
事
前
に
公
表
す
る
こ
と
、
投
資
に
関
す
る
規
制
を
設
定
す
る
前
に
、
公
衆
に
よ
る
意
見
の
提
出
の
た

め
の
合
理
的
な
機
会
を
与
え
、
当
該
意
見
を
考
慮
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
十
条
）
。

収
用
及
び
補
償

11

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
公
共
の
目
的
、
無
差
別
、
迅
速
、
適
当
か
つ
実
効
的
な
補
償
の
支
払
及
び
正
当
な
法
の
手
続
等
に
従
う
こ
と
に
係
る
条
件
を
満
た

さ
な
い
限
り
、
収
用
又
は
国
有
化
等
を
実
施
し
て
は
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
収
用
又
は
国
有
化
等
に
伴
う
補
償
は
、
公
正
な
市
場
価
格
に
相

当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
（
第
十
一
条
）

損
失
又
は
損
害
に
つ
い
て
の
補
償

12

各
締
約
国
は
、
武
力
紛
争
等
の
緊
急
事
態
に
よ
り
、
自
国
の
領
域
内
に
あ
る
投
資
財
産
に
関
し
て
損
失
等
を
被
っ
た
他
の
締
約
国
の
投
資
家
に
対
し
、
原

状
回
復
等
の
解
決
方
法
に
関
し
、
内
国
民
待
遇
又
は
最
恵
国
待
遇
の
う
ち
当
該
他
の
締
約
国
の
投
資
家
に
と
っ
て
い
ず
れ
か
有
利
な
も
の
よ
り
も
不
利
で
な

い
待
遇
を
与
え
る
旨
規
定
し
て
い
る
（
第
十
二
条
）
。

資
金
の
移
転

13

各
締
約
国
は
、
自
国
の
領
域
に
向
け
た
又
は
自
国
の
領
域
か
ら
の
全
て
の
資
金
の
移
転
で
あ
っ
て
、
自
国
の
領
域
内
に
あ
る
他
の
締
約
国
の
投
資
家
の
投

資
財
産
に
関
連
す
る
も
の
が
、
遅
滞
な
く
、
か
つ
、
自
由
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
十
三
条
）
。

代
位

14

一
の
締
約
国
又
は
そ
の
指
定
す
る
機
関
に
よ
る
権
利
又
は
請
求
権
の
代
位
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
十
四
条
）
。
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一
の
締
約
国
と
他
の
締
約
国
の
投
資
家
と
の
間
の
投
資
紛
争
の
解
決

15

一
の
締
約
国
と
他
の
締
約
国
の
投
資
家
と
の
間
の
紛
争
が
協
議
に
よ
り
解
決
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
投
資
紛
争
は
、
紛
争
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
裁

判
所
、
国
家
と
他
の
国
家
の
国
民
と
の
間
の
投
資
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
条
約
に
よ
る
仲
裁
、
投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
に
係
る
追
加
的
な
制
度
に
つ

い
て
の
規
則
に
よ
る
仲
裁
、
国
際
連
合
国
際
商
取
引
法
委
員
会
の
仲
裁
規
則
に
よ
る
仲
裁
等
の
い
ず
れ
か
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る

（
第
十
五
条
）
。

特
別
な
手
続
及
び
情
報
の
要
求

16

第
三
条
（
内
国
民
待
遇
）
の
い
か
な
る
規
定
も
、
一
の
締
約
国
が
、
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
他
の
締
約
国
の
投
資
家
の
投
資
活
動
に
関
連
し
て
特
別
な

手
続
を
定
め
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
十
六
条
）
。

締
約
国
間
の
紛
争
の
解
決

17

こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
締
約
国
間
の
紛
争
が
協
議
に
よ
り
満
足
に
解
決
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
紛
争
当
事
国
の
い
ず
れ
か
は
、
当
該
紛
争

を
仲
裁
裁
判
所
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
十
七
条
）
。

安
全
保
障
の
た
め
の
例
外

18

こ
の
協
定
の
他
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
締
約
国
は
、
自
国
の
安
全
保
障
上
の
重
大
な
利
益
の
保
護
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
措
置
並
び
に
国

際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
の
た
め
国
際
連
合
憲
章
に
基
づ
く
自
国
の
義
務
に
従
っ
て
と
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る

（
第
十
八
条
）
。

一
時
的
な
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置

19

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
国
際
収
支
及
び
対
外
支
払
に
関
し
て
重
大
な
困
難
が
生
ず
る
場
合
又
は
資
金
の
移
転
が
経
済
全
般
の
運
営
に
重
大
な
困
難
を
も
た

ら
す
場
合
に
は
、
第
三
条
（
内
国
民
待
遇
）
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
で
あ
っ
て
国
境
を
越
え
る
資
本
取
引
に
係
る
も
の
及
び
第
十
三
条
（
資
金
の
移
転
）
の

規
定
に
基
づ
く
義
務
に
適
合
し
な
い
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
十
九
条
）
。

信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
措
置

20

締
約
国
は
、
信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
関
連
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
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二
十
条
）
。

租
税

21

こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
一
定
の
場
合
を
除
く
ほ
か
租
税
に
係
る
課
税
措
置
に
は
適
用
し
な
い
こ
と
及
び
租
税
条
約
に
基
づ
く
締
約
国
の
権
利
及

び
義
務
に
は
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
協
定
と
租
税
条
約
と
が
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
当
該
租
税
条
約
が
優
先
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し

て
い
る
。
ま
た
、
第
十
一
条
（
収
用
及
び
補
償
）
の
規
定
は
、
租
税
に
係
る
課
税
措
置
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
、
租
税
に
係
る
課
税
措
置
に
関
す
る
紛
争

の
う
ち
第
十
一
条
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
（
一
の
締
約
国
と
他
の
締
約
国
の
投
資
家
と
の
間
の
投
資
紛
争
の
解
決
）
の
規
定
を
適
用
す
る
こ

と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
（
第
二
十
一
条
）

利
益
の
否
認

22

一
の
締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
の
投
資
家
で
あ
っ
て
当
該
他
の
締
約
国
の
企
業
で
あ
る
も
の
が
非
締
約
国
の
投
資
家
に
よ
っ
て
所
有
等
を
さ
れ
、
か
つ
、

一
定
の
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
他
の
締
約
国
の
投
資
家
及
び
そ
の
投
資
財
産
に
対
し
、
こ
の
協
定
に
よ
る
利
益
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規

定
し
て
い
る
（
第
二
十
二
条
）
。

環
境
に
関
す
る
措
置

23

各
締
約
国
は
、
環
境
に
関
す
る
措
置
の
緩
和
を
通
じ
て
他
の
締
約
国
の
投
資
家
に
よ
る
投
資
を
奨
励
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
等
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
二
十
三
条
）
。

合
同
委
員
会

24

全
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
合
同
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
二
十
四
条
）
。

他
の
協
定
と
の
関
係

25

こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
国
間
の
投
資
に
関
す
る
既
存
の
二
国
間
協
定
に
基
づ
く
締
約
国
の
権
利
及
び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な

い
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
二
十
五
条
）
。

見
出
し

26

こ
の
協
定
中
の
条
の
見
出
し
は
、
引
用
上
の
便
宜
の
た
め
に
の
み
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
協
定
の
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
旨
規
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定
し
て
い
る
（
第
二
十
六
条
）
。

最
終
規
定

27

全
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
国
内
手
続
の
完
了
を
相
互
に
通
告
し
、
こ
の
協
定
は
、
そ
れ
ら
の
通
告
が
受
領
さ

れ
た
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
協
定
は
、
一
の
締
約
国
の
投
資
家
の
投
資
財
産
で

あ
っ
て
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
前
に
他
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
当
該
他
の
締
約
国
の
関
係
法
令
に
従
っ
て
取
得
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
も
適
用

す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
協
定
の
終
了
の
日
の
前
に
取
得
さ
れ
た
投
資
財
産
に
関
し
て
は
、
こ
の
協
定
の
規
定
は
、
こ
の
協
定
の
終
了
の
日

か
ら
更
に
十
年
の
期
間
引
き
続
き
効
力
を
有
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
（
第
二
十
七
条
）

議
定
書

28

協
定
第
四
条
１
（
最
恵
国
待
遇
）
の
規
定
は
、
土
地
の
取
得
に
関
す
る
事
項
に
は
適
用
し
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
。

(1)

協
定
第
十
一
条
１
（
収
用
及
び
補
償
）
の
解
釈
基
準
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

(2)

三

協
定
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
協
定
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。




